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介護サービス情報の公表に係る調査票の読替え項目について 
 

日頃から、本会の事業推進につきまして格別のご協力をいただき感謝申し上げます。 

さて、標記について下記の通りご連絡いたします。 
 

記 
 

1. 調査票の読替え項目について 

認知症対応型共同生活介護及び小規模多機能型居宅介護の、基本情報「３．事業所において介

護サービスに従事する従業者に関する事項」において、記載要領の一部が下記のとおり変更にな

り、読替えが可能となりましたので、ご確認いただきますようよろしくお願いいたします。 

なお、該当項目の変更を希望される方は情報公表後に変更をお受けいたします。報告システム

で情報を修正後、下記までご連絡いただきますようお願いいたします。 

項目３．事業所において介護サービスに従事する従業者に関する事項 

職種別の従業者の数、勤務形態、労働時間、従業者１人当たりの利用者数等 

訂正前 訂正後 

●「実人数」 

 以下の者について～ 

①管理者 

②介護支援専門員 

③介護福祉士 

④看護職員 

●「実人数」 

 以下の者について～ 

①管理者 

②介護支援専門員 

③介護福祉士 （「介護福祉士」とあるが、介護職員の

実人数を記載すること） 

④看護職員 

⑤その他従業者 
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